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一
、
は
じ
め
に
─
本
稿
の
企
図
─

　

平
安
期
の
辞
表
は
、
貴
族
が
官
職
に
就
任
す
る
際
や
辞
職
す
る
場
合
、

あ
る
い
は
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
を
断
る
場
合
に
上
表
さ
れ
る
が
、

そ
の
文
章
表
現
の
作
成
は
儒
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る（
１
）。
で
は
、
儒
者
た
ち

は
い
か
な
る
推
敲
の
過
程
を
経
て
、
そ
の
表
現
を
織
り
な
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
藤
原
頼
長
の
辞
左
大
臣
表
の
作
成
過
程
と
、
そ
の

久
寿
二
年
に
お
け
る
藤
原
頼
長
に
よ
る
辞
左
大
臣
表
の

作
成
過
程
・
表
現
に
つ
い
て

─
辞
大
臣
表
の
「
賢
才
」
に
関
す
る
表
現
に
着
目
し
て
─

川
村
卓
也

表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
四
月
か
ら
五
月
に

か
け
て
頼
長
は
辞
左
大
臣
表
を
三
度
に
渡
り
上
表
し
て
い
る（
２
）。

頼
長
の
日

記
で
あ
る
『
台
記
』
に
は
、
そ
の
三
度
に
も
渡
る
辞
表
の
本
文
の
み
な
ら

ず
、
上
表
に
関
わ
る
作
法
も
ま
た
逐
一
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
辞
表

に
関
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
資
料
は
少

な
い
。
久
寿
二
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
『
台
記
』
の
記
述
は
、
平

安
後
期
に
お
け
る
辞
表
の
表
現
が
如
何
な
る
も
の
に
基
づ
い
て
織
り
な
さ

れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
、
い
わ
ば
辞
表
作
成
の
実
態
を
探
る
う
え
で
貴
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重
な
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
で
は
、
久
寿
二
年
の
上
表
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
頼
長
辞
表
の
上
表
が
な
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
の

七
月
に
は
、
近
衛
天
皇
が
崩
御
し
て
い
る
。
こ
の
重
要
な
時
期
に
、
辞
表

を
上
表
し
て
い
た
が
た
め
に
、
兄
の
忠
通
と
は
対
照
的
に
頼
長
は
活
発
な

行
動
を
と
れ
な
か
っ
た
、
と
橋
本
義
彦
は
記
す（
３
）。
頼
長
辞
表
を
頼
長
が
失

脚
し
た
一
因
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
よ
う
。
ま
た
、
仁
木
夏
実
は
、
藤
原

式
家
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
こ
の
期
間
の
『
台
記
』
の
記
述
に
言
及
す

る（
４
）。
こ
の
よ
う
に
、
久
寿
二
年
の
上
表
や
、
上
表
の
間
の
『
台
記
』
の
記

述
は
、
先
行
研
究
で
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。
が
、
頼
長
辞
表
の
表
現

が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
如
何
な
る
作
成
過
程
を
経
て

い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
し
た
研
究
は
見
え
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
頼
長
辞
表
で
は
、
最
初
に
上
表
さ
れ
る
第
一
表
と
そ
れ
以

降
の
第
二
表
・
第
三
表
と
で
、「
賢
才
（
優
れ
た
才
能
を
持
っ
た
人
物
）」

に
関
す
る
表
現
に
お
い
て
意
図
的
に
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
る
点
を
論
証

し
た
い
。
そ
れ
を
通
じ
、
久
寿
二
年
当
時
の
頼
長
の
心
境
が
推
し
量
れ
る

資
料
と
し
て
頼
長
辞
表
の
文
章
表
現
を
位
置
づ
け
た
い
。

二
、「
初
任
」・「
臨
時
」
に
つ
い
て

　

辞
表
に
つ
い
て
論
ず
る
前
提
と
し
て
当
時
の
辞
表
の
種
類
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
辞
表
と
は
、
天
子
に
奉
る
文
体
で
あ
る
「
表
」

の
一
種
で
あ
る
が
、
辞
表
は
、
初
任
表
と
、
そ
れ
以
外
の
臨
時
表
と
に
大

別
さ
れ
る
こ
と
が
ア
・
イ
（
後
掲
）
か
ら
窺
え
る
。
初
任
表
と
は
、
大

臣
な
ど
の
役
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
に
形
式
的
に
上
表
さ
れ
る
辞
表
を
指

す
。
三
度
上
表
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
古
記
録
な
ど
で
は
「
三
譲
」
と
も
記

さ
れ
る
。
一
方
で
、
就
任
す
る
際
で
は
な
く
、
も
う
既
に
就
い
て
い
る
官

職
を
辞
職
す
る
場
合
に
上
表
す
る
辞
表
も
あ
る
。古
記
録
で
は「
臨
時（
臨

時
辞
表
）」
な
ど
と
記
さ
れ
る
。
致
仕
表
な
ど
、
官
職
を
辞
職
す
る
場
合

は
こ
れ
に
該
当
す
る
。
臨
時
表
は
、
一
度
で
上
表
が
終
了
す
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
初
任
表
と
同
様
に
三
度
に
及
ぶ
場
合
も
あ
る
。
初
任
表
と
臨
時
表

と
で
は
上
表
の
際
の
作
法
に
相
違
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
源
顕
房
の
辞

右
大
臣
表
に
関
す
る
『
中
右
記
』
の
記
述
を
ア
と
し
て
掲
げ
る
。

ア 

抑
件
表
函
具
二

花
足
一

。
或
人
難
云
、
初
任
最
初
之
表
付
二

中
務
省
一

時
、
可
レ

具
二

花
足
一

也
。
如
レ

此
臨
時
辞
表（

差
カ
）

着
レ

使
被
レ

奏
之
時
、

不
レ

具
二

花
足
一

。
是
頗
遺違

例

歟
令
也
者
。
可
二

尋
知
一

事
也
。

 

（『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
二
月
十
八
日
条
）
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顕
房
は
ア
に
先
立
つ
同
年
十
月
二
十
六
日
に
辞
右
大
臣
表
を
上
表
し

て
い
る
（『
中
右
記
』）。
ア
は
そ
の
辞
右
大
臣
表
が
朝
廷
か
ら
返
却
さ
れ

た
際
の
記
事
で
あ
る
。
傍
線
部
は
、
顕
房
の
辞
右
大
臣
表
を
入
れ
た
函
が

上
表
さ
れ
た
際
は
「
花
足
（
足
が
蕨
手
の
台
）」
に
供
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
述
べ
る
。
波
線
部
は
、「
或
人
」
の
言
を
引
用
す
る
。「
或
人
」
の
言

で
は
、花
足
が
必
要
に
な
る
の
は「
初
任

0

0

最
初
之
表（
初
任
表
の
第
一
表
）」

を
中
務
省
に
奉
る
際
で
あ
り
、今
回
の
顕
房
の
辞
右
大
臣
表
の
よ
う
な「
臨0

時0

辞
表
」を
奉
る
際
に
は
そ
の
限
り
で
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。ま
た
、

今
回
の
顕
房
の
措
置
は
「
遺
令
（
違
例
）」
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。

記
主
の
藤
原
宗
忠
に
よ
る
「
可
二

尋
知
一

事
也
」（
点
線
部
）
は
、「
或
人
」

の
言
説
に
対
す
る
是
非
の
判
断
を
い
っ
た
ん
保
留
に
し
、
そ
の
判
断
の
材

料
と
な
る
情
報
を
後
で
注
し
入
れ
る
た
め
の
語
句（
５
）で

あ
る
。
ア
の「
或
人
」

の
指
摘
の
背
景
に
は
次
掲
イ
の
よ
う
な
情
報
が
裏
付
け
と
し
て
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。『
北
山
抄
』
巻
四
・
拾
遺
雑
抄
下
「
上
表
事
」（
便
宜
上
、

《
α
》
部
・《
β
》
部
に
分
け
た
）
で
は
、

イ 

《
α
》
任
大
臣
初
度
表
、
以
二

家
司
五
位
・
四
位
四
人
一

、
進
二

中

務
省
一

。
…
省
官
付
二

内
侍
一

。
内
侍
取
レ

函
〈
加
二

花
足
一

。
返
給

時
不
レ

加
レ

之
〉
奏
聞
。《
β
》
第
二
・
三
度
、
幷
臨
時
所
レ

上
之
表
、

不
二

必
進
一
レ

省
。
令
下

為
二

近
臣
一

之
子
姪
奏
上
レ

之
〈
不
レ

加
二

花
足
一

。

以
二

檀
紙
四
枚
一

褁
レ

函
〉。

と
い
う
よ
う
に
、「
任
大
臣
初
度
表
（
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
際
の
辞
表
第

一
表
）」
は
中
務
省
の
省
官
を
通
じ
て
内
侍
に
よ
っ
て
奏
聞
さ
れ
る
が
、

辞
表
を
入
れ
た
函
は
「
花
足
」
に
置
か
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る

（《
α
》
部
）。
一
方
で
、「
任
大
臣
」
の
際
の
第
二
表
・
第
三
表
や
、「
臨

時
」
の
辞
表
の
場
合
は
、
中
務
省
を
必
ず
し
も
通
さ
ず
、
ま
た
、「
花
足
」

に
も
供
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
《
β
》
部
で
記
さ
れ
る
。
ア
の
「
或
人
」
の

意
見
と
趣
旨
が
合
致
す
る
と
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
イ
で
は
、
同
じ
初

任
表
で
あ
っ
て
も
第
一
表
と
第
二
表
・
第
三
表
と
で
は
上
表
の
作
法
が
異

な
る
こ
と
を
述
べ
、
初
任
表
第
一
表
の
別
格
性
を
示
す
が
、
ア
の
「
或
人
」

も
、「
初
任
最
初
之
表

0

0

0

0

付
二

中
務
省
一

時
…
」（
波
線
部
）
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
最

初
之
表
（
第
一
表
）」
を
取
り
立
て
て
挙
げ
る
。
初
任
表
第
一
表
に
対
し

て
共
通
の
認
識
が
窺
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
に
お
け
る
「
或
人
」
の
辞
大
臣
表
に
対
す
る
見
解
は
、

イ
の
『
北
山
抄
』
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
一

方
で
、
ア
の
顕
房
の
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
上
表
の
段
取
り
を
踏

む
者
も
実
際
に
お
り
、
平
安
期
の
辞
表
の
捉
え
方
は
決
し
て
一
様
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
。



國學院雑誌　第 124 巻第８号（2023年） ─ 40 ─

三
、
久
寿
二
年
の
藤
原
頼
長
の
上
表
に
つ
い
て

（
１
）
藤
原
頼
長
の
上
表
の
大
ま
か
な
流
れ

　

前
章
で
は
、
初
任
表
・
臨
時
表
と
い
う
区
分
に
触
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、

本
稿
の
主
題
で
あ
る
久
寿
二
年
に
お
け
る
頼
長
の
上
表
の
流
れ
を
整
理
し

よ
う
。
ま
ず
、
四
月
二
十
七
日
に
、
辞
左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
表
の
第
一

表
（
作
者
：
藤
原
茂
明
）
が
上
表
さ
れ
、
同
年
五
月
三
日
に
辞
左
大
臣
・

随
身
表
の
第
二
表
（
作
者
：
藤
原
長
光
）
が
上
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
辞

左
大
臣
表
の
第
三
表
（
作
者
：
茂
明
）
が
五
月
十
日
に
上
表
さ
れ
て
い
る
。

第
二
表
上
表
後
の
時
点
で
、
随
身
は
停
止
さ
れ
た
が
、
第
三
表
に
対
す
る

勅
答
は
す
ぐ
に
は
下
さ
れ
ず
に
、
翌
年
正
月
に
よ
う
や
く
左
大
臣
の
地
位

だ
け
が
据
え
置
か
れ
る
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
上
表
の
目
的
に

つ
い
て
、『
愚
管
抄
』
巻
四
で
は
「
今
ハ
我
身
ハ
一
人
内
覧
ニ
ナ
リ
ナ
ン

ト
コ
ソ
ハ
思
ハ
レ
ケ
ン
ニ
…
」と
い
う
よ
う
に
、内
覧
に
在
職
し
た
ま
ま
、

「
一
人
（
摂
関
）」
へ
転
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。「
一
人
内

覧
」へ
の
転
任
を
目
指
す
た
め
に
、役
職
を
一
旦
辞
す
る
一
連
の
上
表
は
、

現
在
の
地
位
を
失
い
か
ね
な
い
賭
け
で
も
あ
っ
た（
６
）。

な
お
、
頼
長
の
内
覧

へ
の
執
着
ぶ
り
に
関
し
て
、『
台
記
』
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
頼
長

第
一
表
上
表
後
、
皇
位
交
代
を
理
由
に
、
同
年
七
月
に
内
覧
の
権
限
が
停

止
さ
れ
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。
次
掲
ウ
を
見
て
み
た
い
。

ウ 

是
夜
夢
、
頭
歟
五
位
蔵
人
歟
来
伝
二

院
仰
一

曰
、
内
覧
如
レ

旧
。
宣

旨
慥
□
（
明
カ
）日

可
レ

下
歟
。
将
今
日
可
レ

下
歟
。
欲
レ

随
二

処
分
一

。

 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
七
月
二
十
八
日
条
）

　

内
覧
の
権
限
が
元
通
り
授
け
ら
れ
る
旨
の
「
院
仰
」
が
蔵
人
頭
あ
る
い

は
五
位
蔵
人
か
ら
伝
え
ら
れ
る
夢
を
頼
長
が
見
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
内

覧
復
帰
を
望
む
頼
長
の
心
境
が
読
み
取
れ
る（
７
）。

実
際
に
、
頼
長
第
二
表
・

第
三
表
で
は
、
内
覧
は
辞
す
る
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
後
述
）。
こ

の
よ
う
に
、
頼
長
は
内
覧
に
関
し
て
は
か
な
り
の
執
着
ぶ
り
を
示
し
て
い

る
。

（
２
）
頼
長
の
辞
表
と
初
任
表
の
先
例

　

そ
う
い
っ
た
流
れ
の
も
と
上
表
さ
れ
た
頼
長
辞
表
で
あ
る
が
、
前
述
し

た
よ
う
に
辞
表
に
は
初
任
表
・
臨
時
表
と
い
う
区
分
が
あ
っ
た
。
事
実
、

前
掲
ア
の
『
中
右
記
』
で
は
初
任
表
・
臨
時
表
と
い
う
区
分
が
意
識
さ
れ

て
い
る
。そ
れ
で
は
、頼
長
辞
表
は
ど
ち
ら
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
頼
長
が
上
表
す
る
こ
と
で
辞
そ
う
と
し
て
い
る
対
象
に
つ
い
て

整
理
し
て
み
た
い
。
頼
長
第
一
表
で
は
左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
を
辞
し
て

い
る
。
頼
長
は
、
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
に
内
大
臣
か
ら
左
大
臣
に
転

じ
、
随
身
や
内
覧
は
久
安
七
年
（
一
一
五
一
）
に
授
け
ら
れ
て
い
る
（『
公

卿
補
任
』）。
頼
長
辞
表
で
辞
す
る
対
象
は
久
寿
二
年
に
辞
表
を
上
表
す
る
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よ
り
も
以
前
に
み
な
既
に
頼
長
が
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考

慮
す
れ
ば
、
頼
長
辞
表
は
本
来
な
ら
ば
初
任
表
に
は
該
当
し
な
い
。
そ
の

こ
と
は
、頼
長
第
二
表
を
上
表
す
る
日
取
り
に
関
し
て
著
さ
れ
て
い
る『
台

記
』
久
寿
二
年
五
月
三
日
条
（
次
掲
エ
）
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。

エ 

先
日
問
二

日
於
泰
親
一

、
無
二

日
時
勘
文
一

。
又
不
レ

択
二

吉
時
一

。
勘
二

先
例
一

、
三
譲
之
第
二
・
三
度
如
レ

此
。
今
日
表
雖
レ

非
二

三
譲
一

、

其
間
甚
近
、
故
准
レ

彼
也
。

　

ま
ず
、「
今
日
表
雖
レ

非
二

三
譲
一

…
」（
二
重
傍
線
部
）
と
い
う
文
言
が

目
に
つ
く
。
頼
長
辞
表
は
初
任
表
で
は
な
い
と
の
認
識
が
頼
長
に
あ
っ
た

こ
と
が
ま
ず
窺
え
る（
８
）。

　

さ
ら
に
エ
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。傍
線
部
は
、安
倍
泰
親
に
先
日「
日

（
頼
長
第
二
表
を
上
表
す
る
の
に
適
切
な
日
取
り
）」
を
問
う
た
も
の
の
、

日
時
勘
文
は
著
さ
れ
ず
、
ま
た
「
吉
時
（
上
表
す
る
の
に
適
切
な
時
刻
）」

は
勘
申
さ
せ
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
こ
と
は
「
三

譲
之
第
二
・
三
度
」、
す
な
わ
ち
初
任
表
の
第
二
表
・
第
三
表
で
も
同
様
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
波
線
部
）。
二
重
傍
線
部
で
は
、
今
回
の
辞
表
は

初
任
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
其
間
甚
近
」
と
い
う
理
由（
９
）で
初
任
表
で
の

常
例
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
エ
は
、
頼
長
辞

表
が
初
任
表
で
は
な
い
こ
と
と
い
う
認
識
を
有
し
つ
つ
も
、
初
任
表
の
常

例
が
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
言
え
る
。

　

な
お
、
平
信
範
の
『
兵
範
記
』
に
も
、
初
任
表
の
常
例
に
関
す
る
記
述

が
見
え
る
。例
え
ば
、頼
長
の
父
で
あ
る
忠
実
は
、康
和
二
年（
一
一
〇
〇
）

に
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
年
後
の
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
に
辞
右
大

臣
表
を
上
表
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
を
頼
長
は
「
長
徳
元
年
・
康
和
四
年

0

0

0

0

三
譲
表

0

0

0

…
」
と
い
う
よ
う
に
、「
三
譲
」、
す
な
わ
ち
初
任
表
の
例
と
し
て

見
な
す
（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
三
日
条）

（1
（

）。
こ
の
康
和
四
年
の
忠
実
の

辞
右
大
臣
表
が
、
頼
長
第
三
表
上
表
時
に
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
『
兵

範
記
』
の
記
述
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
頼
長
第
三
表
上
表
時

の『
兵
範
記
』久
寿
二
年
五
月
十
日
条
に
は「
…
作
者
茂
明
朝
臣〈
賜
レ

禄
〉、

清
書
伊
行
〈
依
二

康
和

0

0

例0

一

、
不
レ

賜
レ

禄
〉」
と
あ
る
。
辞
表
の
清
書
人
（
藤

原
伊
行
）
に
対
す
る
禄
は
「
康
和
例
」
に
基
づ
き
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
康
和
例
」
と
は
、
前
述
し
た
、
康
和
四
年
の

忠
実
の
辞
右
大
臣
表
を
指
す）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
頼
長
辞
表
は
初
任
表
で
は
な
い
。
そ
の

こ
と
は
頼
長
自
身
も
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
表
に
あ
た
り

頼
長
は
臨
時
表
の
先
例
の
み
な
ら
ず
、
初
任
表
の
先
例
も
幅
広
く
参
照
す

る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
前
掲
ア
で
問
題
に
な
っ

て
い
た
、
辞
表
を
入
れ
た
函
を
「
花
足
」
に
供
え
る
か
否
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
も
、
中
務
省
へ
家
司
た
ち
が
頼
長
第
一
表
を
運
ん
で
い
る
際
の

描
写
と
し
て
「
表
函
〈
加0

二

花0

足0

一

〉
入
二

知
経
車
一

…
」（『
台
記
』
久
寿
二
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年
四
月
二
十
七
日
条
）と
い
う
記
述
が
見
え
る
。前
掲
ア
・
イ
に
従
え
ば
、

辞
表
の
函
を
「
花
足
」
に
供
え
る
の
は
初
任
表
第
一
表
の
作
法
で
あ
っ

た）
（1
（

。

　

さ
て
、
前
掲
エ
で
も
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
辞
表
が
作
成
さ
れ
る

に
あ
た
り
、
頼
長
は
『
台
記
』
に
詳
細
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
『
台
記
』
の
記
述
を
検
討
し
て
い
け
ば
、
頼
長
や
辞
表
作
者
が
如
何
な

る
姿
勢
の
も
と
辞
表
作
成
に
臨
ん
で
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
が

如
何
に
辞
表
の
文
章
表
現
に
表
出
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
迫

れ
そ
う
で
あ
る
。
次
章
で
は
頼
長
第
一
表
を
俎
上
に
上
げ
、
そ
の
作
成
態

度
が
い
か
に
表
現
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

四
、
頼
長
の
辞
表
第
一
表
の
表
現
と
作
成
態
度
に
つ
い
て

（
１
）
第
一
表
の
本
文

　
『
台
記
』
に
見
え
る
頼
長
第
一
表
の
作
成
態
度
と
表
現
と
の
関
わ
り
を

検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
節
で
は
『
台
記
』
久
寿
二
年
四
月
二
十
七
日
条

所
収
（『
兵
範
記
』・『
宇
槐
記
抄
』
に
も
所
収
）
頼
長
第
一
表
の
全
文
を

オ
と
し
て
掲
げ
確
認
し
た
い）

（1
（

（
便
宜
上
、《
１
》
～
《
４
》
段
に
分
け
た
）。

オ 

《
１
》
臣
頼
長
言
、
権
衡
誠
懸
、
不
レ

可
レ

欺
レ

以
二

軽
重
之
量
一

、

縄
墨
克
正
、
不
レ

可
レ

誣
レ

以
二

曲
直
之
規
一

。
臣
無
二

飾）
（1
（

譲
一

、
誰
称
二

奸
詐
一

。《
２
》
臣
頼
長
、
誠
惶
誠
恐
頓
首
死
罪
死
罪
。
伏
惟
、

臣
保
延
之
暦
、
任
二

内
大
臣
一

、
久
安
之
年
、
転
二

左
丞
相
一

。
謂
二

前
後
之
労
一

、
覃
二

二
十
載
一

。
況
掌
二

鸞
台
内
外
之
文
書
一

、
賜
二

羽
林
左
右
之
武
備
一

。
旁
訪
二

列
祖
之
蹤
一

、
謬
継
二

希
代
之
例
一

。

戴
二

殊
恩
一

而
任
重
、
如
レ

冠
二

千
鈞
之
石
一

、
増
二

峻
秩
一

而
危
多
、

似
レ

棹
二

三
峽
之
波
一

。
晋
退
失
レ

歩
、
周
章
消
レ

魂
。《
３
》
就
レ

中
、

今
玆
厄
会
可
レ

慎
、
是
臣
之
恐
也
。
近
曽
変
異
荐
呈
、
亦
誰
咎
乎
。

若
不
レ

謝
二

朝
奨
一

、
強
猶
貪
二

天
寵
一

、
空
忘
二

盈
満
之
誡
一

、
徒
招
二

衆
庶
之
訕
一

。
我
君
縦
優
二

臣
愚
一

而
垂
二

偏
私
一

、
若
‐
二

奈
街
衢

之
反
一
レ

唇
、
微
臣
縦
依
二

君
恵
一

而
恣
二

栄
貴
一

、
若
‐
二

奈
道
路
之

以
一
レ

目
。
為
レ

世
何
益）

（1
（

、
責
レ

己
独
憂
。《
４
》
伏
乞
二

皇
鑑
曲
照
一

、

求
祈
避
二

相
位
於
台
司
一

、
返
二

兵
仗
於
本
府
一

。
又
改
二

前
勅
一

、

令
レ

罷
二

内
覧
一

。
安
閑
養
レ

性
、
雖
レ

追
二

衡
門
之
風
一

、
愚
謹
竭
レ

誠
、

将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

。
不
レ

堪
二

靦
面
怵
迫
之
思
一

、
謹
上
レ

表
以
聞
。

臣
頼
長
、
誠
惶
誠
恐
。
頓
首
々
々
、
死
罪
死
罪
。
謹
言
。

　

頼
長
第
一
表
の
大
ま
か
な
概
要
を
次
に
述
べ
る
。《
１
》
段
は
、
自
身

の
辞
意
は
上
辺
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
記
す
。《
２
》
段
で
は
、
自
身

は
こ
れ
ま
で
二
十
年
に
わ
た
り
内
大
臣
・
左
大
臣
と
い
っ
た
要
職
を
歴
任

し
、
内
覧
や
随
身
も
与
え
ら
れ
た
が
、
自
身
が
要
職
を
務
め
る
の
は
大
変

危
う
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。《
３
》
段
で
は
、
自
身
は
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こ
れ
か
ら
悪
い
巡
り
合
わ
せ
の
期
間
に
入
り
、「
変
異
」
も
近
頃
し
き
り

に
起
き
て
い
る
た
め
、
地
位
を
退
か
ね
ば
多
く
の
人
か
ら
謗
り
を
招
く
だ

ろ
う
、
と
述
べ
る
。
そ
れ
を
受
け
、《
４
》
段
で
は
、
隠
遁
生
活
へ
の
思

い
を
表
明
し
つ
つ
も
、
天
皇
に
忠
義
を
果
た
す
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、

左
大
臣
・
随
身
・
内
覧
を
辞
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

頼
長
第
一
表
の
内
容
は
、
辞
す
る
理
由
（《
２
》
～
《
３
》
段
）
と
、
天

皇
へ
の
忠
節
の
表
明
（《
４
》
段
）
に
文
面
が
割
か
れ
て
い
る
。
で
は
、

こ
の
表
文
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
の
も
と
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。実
は
、

頼
長
第
一
表
の
文
言
や
表
現
は
「
先
例
」
と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
が
多
い

の
で
あ
る
。

（
２
）
第
一
表
の
表
現
の
背
後
に
あ
る
姿
勢

　

頼
長
第
一
表
の
表
現
の
背
後
に
あ
る
、
頼
長
の
姿
勢
を
探
る
う
え
で
参

考
に
な
る
資
料
と
し
て
は
、
次
掲
カ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

カ 

余
問
曰
、
辞
二

左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
三
事
一

之
表
也
。
而
将
レ

趁
（
趨
カ
）二

鳳
闕
之
月
一

之
句
如
何
。
茂
明
答
曰
、
諸
職
辞
退
表
、
皆
有
二

如
レ

此
之
句
一

。
勘
二

前
跡
一

所
レ

作
也
。
朝
隆
朝
臣
申
下

先
例
有
二

此
句
一

之
由
上

。 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
四
月
二
十
七
日
条
）

　

茂
明
に
よ
っ
て
頼
長
第
一
表
の
草
稿
が
頼
長
に
示
さ
れ
た
後
の
く
だ
り

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
頼
長
が
、
こ
の
辞
表
は
「
三
事
（
左
大
臣
・
内
覧
・

随
身
）」
を
辞
す
る
表
で
あ
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
「
将
レ

趁
（
趨
カ
）二

鳳
闕
之
月
一

」

と
い
っ
た
句
が
あ
る
の
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
か
、と
質
問
し
て
い
る
。

茂
明
・
藤
原
朝
隆
は
、「
諸
職
（
複
数
の
役
職
）」
を
辞
す
る
表
の
「
前
跡

（
先
例）

（1
（

）」
に
従
っ
た
故
だ
と
説
明
し
て
い
る
（
波
線
部
）。
頼
長
第
一
表

の
当
該
箇
所
を
次
に
挙
げ
る
。

安
閑
養
レ

性
、
雖
レ

追
二

衡
門
之
風
一

、
愚
謹
竭
レ

誠
、
将
レ

趨
二

鳳
闕
之

月
一

。 

（
オ
頼
長
第
一
表
《
４
》
段
よ
り
再
掲
）

　
「
安
閑
養
レ

性
（
安
静
に
自
ら
の
生
命
を
養
う
こ
と
）」
や
「
衡
門
（
隠

者
の
家
を
指
す
）」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
、
隠
遁
に
惹
か
れ
て
い
る
こ

と
を
述
べ
る
（
傍
線
部
）。
そ
の
一
方
で
、「
鳳
闕
（
御
所
を
指
す
）」
に

月
が
出
る
夜
間
で
あ
っ
て
も
天
皇
の
も
と
へ
参
じ
よ
う
と
い
う
波
線
部
も

あ
る
。
辞
職
後
も
宮
中
へ
出
仕
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天

皇
へ
の
忠
義
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。
カ
で
頼
長
が
気
に
し
て
い
る
の
は
、

左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
と
い
う
「
三
事
」
を
も
辞
す
る
辞
表
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い
う
句
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
辞

職
後
も
引
き
続
き
宮
中
へ
出
仕
す
る
か
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
点
だ
と

い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
質
問
を
頼
長
が
し
た
背
景
を
考
え
た

い
。
第
一
表
で
辞
す
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
の
「
三

事
」
の
う
ち
、
特
に
内
覧
に
つ
い
て
は
前
掲
ウ
で
見
た
よ
う
に
そ
の
地

位
に
対
し
て
頼
長
は
実
際
の
と
こ
ろ
執
着
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い
う
句
は
頼
長
の
本
心
に
沿
っ
た
も
の
で
こ
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そ
あ
れ
、
カ
の
よ
う
に
疑
問
を
呈
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
頼
長
第
一
表
上
表
後
の
五
月
二
日
に
、
鳥
羽
法
皇
宛
て
の

「
封
書
」
を
頼
長
が
藤
原
光
頼
に
託
す
『
台
記
』
の
記
事
（
次
掲
キ
）
か

ら
も
窺
え
る
。

キ 

明
日

0

0

奏0

レ

表
之
次

0

0

0

、
可0

レ

奏0

二

此
書
於

0

0

0

院0

一

。
其
封
書
曰
、
今
度
上

表
本
意
、
在
レ

譲
二

民
部
卿
藤
原
朝
臣
与
一

。
依
レ

無
二

先
例
一

、
表

文
不
レ

載
二

其
由
一

。
…
若
民
部
卿
独
任
者
、
暫
忘
二

辞
遁
之
心
一

、

将
二

夙
夜
之
忠
一

者
也
。 
（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
二
日
条
）

　

傍
点
部
で
は
、
こ
の
「
封
書
」
は
明
日
（
五
月
三
日
）
に
頼
長
第
二
表

が
上
表
さ
れ
る
際
に
、
鳥
羽
法
皇
に
届
け
ら
れ
る
手
筈
で
あ
る
こ
と
が
記

さ
れ
る
。
傍
線
部
は
上
表
の
「
本
意
（
本
当
の
目
的
）」
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
本
意
」
が
「
民
部
卿
（
藤
原
宗
輔
）」
へ

職
を
譲
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。な
お
、先
行
研
究
で
は
、

傍
線
部
内
の
「
与
」
字
の
下
に
落
字
が
疑
わ
れ
、
頼
長
が
職
を
譲
ろ
う
と

し
て
い
た
人
物
が
宗
輔
以
外
に
も
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
頼
長
に

よ
っ
て
昇
進
を
画
策
さ
れ
て
い
た
人
物
が
二
名
以
上
い
た
こ
と
を
考
慮
し

た
う
え
で
、
二
重
傍
線
部
に
着
目
し
た
い
。
も
し
も
、
自
身
が
推
薦
す
る

人
物
の
う
ち
、
宗
輔
の
み
が
昇
進
を
果
た
し
、
そ
れ
以
外
の
者
が
昇
進
し

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
隠
遁
す
る
気
持
ち
を
暫
く
は
忘
れ
、
代
わ
り
に
、
朝

早
く
か
ら
夜
ま
で
勤
め
る
よ
う
な
忠
誠
心
を
持
ち
た
い
と
述
べ
る
。
引
き

続
き
天
皇
の
も
と
で
政
務
を
執
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
よ
う
。

　

こ
の
キ
の
二
重
傍
線
部
か
ら
も
、
前
掲
カ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い
う
句
は
、
む
し
ろ
頼
長
の
真
意
に
沿
っ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
前
掲
カ
に
あ
る

よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
句
の
妥
当
さ
に
つ
い
て
茂
明
に
確
認
し
て
い
る

の
は
、
頼
長
第
一
表
の
こ
と
を
「
三
事
（
左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
）」
の

辞
表
と
し
て
強
く
認
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
と
も
言
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
、
頼
長
第
一
表
に
お

け
る
「
先
例
」
の
重
要
性
に
触
れ
た
い
。
前
掲
カ
で
は
、
波
線
部
の
よ

う
に
「
諸
職
」
を
辞
す
る
表
の
「
先
例
」
に
従
っ
た
旨
が
申
さ
れ
る
と
、

そ
れ
以
上
の
質
問
は
頼
長
か
ら
な
さ
れ
ず
、「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い

う
句
に
変
更
は
加
え
ら
れ
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
キ
で
も
「
先
例
」

に
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
た
め
、
辞
表
の
本
文
に
は
「
本
意
」
は
記
載
し

な
か
っ
た
と
の
記
述
が
見
え
る
（
波
線
部
）。
カ
・
キ
の
頼
長
の
言
動
か

ら
は
、
そ
の
表
現
が
「
三
事
」・「
諸
職
」
を
辞
す
る
表
の
先
例
に
見
合
う

か
否
か
と
い
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之

月
一

」も
先
例
に
合
致
し
た
句
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
頼
長
第
一
表
の
表
現
に
は
、
先
例
を
重
視
す
る
と
い
う

頼
長
の
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
分
か
っ
た
。
実
は
、
カ
・

キ
の
他
に
も
、
頼
長
第
一
表
に
関
し
て
二
度
に
も
わ
た
っ
て
あ
る
質
問
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を
頼
長
が
投
げ
か
け
、
茂
明
は
そ
の
質
問
に
答
え
て
い
る
く
だ
り
が
『
台

記
』
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
も
、
辞
表
の
表
現
が
「
先
例
」
と

照
ら
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
『
台
記
』
を
検

討
し
、
頼
長
第
一
表
と
「
賢
才
」
に
関
す
る
表
現
と
の
関
係
を
探
り
た
い
。

五
、
頼
長
の
第
一
表
と
「
賢
才
」
に
関
す
る
表
現
と
の
関
係

（
１
）
頼
長
の
第
一
表
の
表
現
と
「
先
例
」

　

前
掲
カ
・
キ
と
は
別
に
、
頼
長
は
二
度
に
わ
た
り
同
一
の
質
問
を
茂

明
に
投
じ
て
い
る
。

ク 

余
復
問
曰
、
如
二

北
山
抄
一

者
、
大
臣
後
未
献
辞
大
臣
之
表
、
如
レ

而（
衍
字
カ
）

無
下

所
レ

援
（
授
カ
）二

賢
才
一

之
句
上

如
何
。
茂
明
答
曰
、
先
例
不
三

必

作
二

此
句
一

。
…
召
二

親
隆
朝
臣
一

給
レ

表
、
仰
下

可
レ

給
二

清
書
人
一

之

由
上

。 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
四
月
二
十
七
日
条
）

ケ 

後
日

0

0

、
召
二

茂
明
一

…
又
問
乙

大
臣
初
度
表
無
下

援
（
授
カ
）二

賢
才
一

之
句
上

之
証
甲

。申
曰
、御
堂
幷
入
道
殿
初
度
表
無
二

此
趣
一

也
。披
見
之
処
、

既
如
レ

所
レ

申
。 

（
同
右
）

　

ク
は
、
頼
長
第
一
表
に
見
え
る
「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い
う
表
現

に
関
す
る
質
疑
（
前
掲
カ
）
の
直
後
の
く
だ
り
。
傍
線
部
は
本
文
の
乱

れ
も
あ
り
、
意
を
取
る
の
が
難
し
い
。
が
、「
如
二

北
山
抄
一

」・「
賢
才
」

と
い
う
語
か
ら
察
す
る
に
、
次
掲
『
北
山
抄
』
巻
四
・
拾
遺
雑
抄
下
「
上

表
事
」
の
注
記
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
よ
う）

（1
（

。
現
在
最
も
通
行
す
る
尊
経

閣
文
庫
蔵
巻
子
本
『
北
山
抄
』
の
本
文）

（1
（

を
掲
げ
る
。

Ａ 

高
明
大
臣
初
任
表
、
成
忠
作
レ

之
。
其
状
有
下

掛
レ

冠
可
レ

入
二

山
林
一

之
句
上

、
乖
レ

例
也
。
Ｂ
只
作
下

停
二

崇
班
一

、
可
レ

授
二

賢
才
一

之
趣
上

、

不
レ

似
二

偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
一

者
也
。

　

便
宜
上
、
本
文
を
Ａ
・
Ｂ
に
分
割
し
、「
注
記
Ａ
」・「
注
記
Ｂ
」
と
そ

れ
ぞ
れ
呼
ぶ
。こ
の
注
記
で
は
、源
高
明
が
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
際）

11
（

の「
大

臣
初
任
表
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
。
辞
表
の
作
者
と
さ
れ
る
「
成
忠
」
と

は
高
階
成
忠
を
指
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
が
、
ク
傍
線
部

で
は
注
記
Ｂ
に
あ
た
る
箇
所
が
話
題
に
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な

よ
う
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
は
、
先
に
ケ
を
見
て
み
よ
う
。
ケ
は
、
頼
長

第
一
表
の
上
表
及
び
朝
廷
か
ら
の
返
却
が
な
さ
れ
た
後
の
記
述
で
あ
る
。

「
賢
才
」と
い
っ
た
語
か
ら
察
す
る
に
、ク
と
同
じ
事
柄
が
話
題
に
あ
が
っ

て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。
ケ
で
は
、
辞
大
臣
表
の
第
一
表
に
は

「
援
（
授
カ
）二

賢
才
一

（
自
身
が
辞
め
る
代
わ
り
に
、
そ
の
職
を
優
秀
な
人
材
で
あ

る
「
賢
才
」
が
授
か
る
こ
と
）」
に
言
及
す
る
句
が
見
え
な
か
っ
た
点
に

つ
い
て
、
そ
の
根
拠
を
頼
長
が
問
う
て
い
る
（
傍
線
部
）。
そ
れ
に
対
し

茂
明
は
、「
御
堂
（
藤
原
道
長
）」・「
入
道
（
藤
原
師
実
）」
の
「
初
度
表
（
第

一
表
）」
で
は
「
此
趣
（「
賢
才
」
に
言
及
す
る
も
の
）」
が
見
え
な
い
こ
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と
を
挙
げ
て
い
る（
波
線
部）

11
（

）。確
か
に
、前
掲
オ
の
頼
長
第
一
表
に
は「
賢

才
」
に
言
及
し
た
表
現
は
見
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
辞
職
し
た
後
も

な
お
天
皇
に
伺
候
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い

う
句
さ
え
あ
る
。
頼
長
第
一
表
は
「
賢
才
」
に
職
を
譲
る
と
い
っ
た
文
句

か
ら
は
程
遠
い
内
容
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

次
に
、
ク
の
解
釈
を
行
い
た
い
。
傍
線
部
で
は
、
ケ
傍
線
部
と
同
様

に
「
大
臣
後
未
献
辞
大
臣
之
表）

11
（

」
に
「
賢
才
」
に
言
及
す
る
句
が
な
か
っ

た
の
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
か
と
い
う
質
問
を
頼
長
が
投
げ
か
け
て
い
る
と

読
む
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
傍
線
部
冒
頭
の
「
如
二

北
山
抄
一

者
…
」
の
箇
所

は「
北
山
抄
の
ご
と
く
せ
ん
ば
…
」と
い
う
条
件
節
で
読
む
の
が
妥
当
か
。

傍
線
部
は
、「『
北
山
抄
』
に
従
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
辞
表
に
「
賢
才
」

に
関
す
る
文
句
が
な
い
の
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
か
」
と
い
っ
た
趣
旨
で
あ

ろ
う
。
傍
線
部
は
、「
賢
才
」
に
関
す
る
『
北
山
抄
』
注
記
Ｂ
の
内
容
を

勘
案
し
た
場
合
、「
賢
才
」
に
関
す
る
記
述
が
な
い
頼
長
第
一
表
は
ど
の

よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
を
問
う
て
い
る
と
考
え
た
い
。
こ
う
し
た

頼
長
の
質
問
に
対
し
て
茂
明
は
「
先
例
」
で
も
「
賢
才
」
に
言
及
す
る
句

は
必
ず
し
も
作
り
は
し
な
い
と
し
て
い
る
（
波
線
部
）。
ケ
も
、「
賢
才
」

と
い
う
ク
と
同
じ
語
が
あ
る
こ
と
や
、「
書
物
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
既
に

申
し
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
」
と
い
う
点
線
部
か
ら
察
す
る
に
、
ク
と

同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
よ
う
。

　

ク
・
ケ
は
、
と
も
に
辞
表
作
者
の
茂
明
が
「
先
例
」
を
根
拠
と
し
つ
つ
、

頼
長
の
疑
問
に
答
え
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
と
、
ま
ず
は
指
摘
で
き
る
。

次
節
で
は
、
ク
・
ケ
の
読
解
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
ク
で
想
起
さ

れ
て
い
る
『
北
山
抄
』
の
注
記
が
い
か
に
読
解
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。

（
２
）『
北
山
抄
』
の
注
記
の
語
句
に
つ
い
て
の
検
討

　

ま
ず
、
注
記
Ａ
を
検
討
す
る
。『
北
山
抄
』
の
本
文
を
改
め
て
掲
げ
た
。

高
明
大
臣
初
任
表
、
成
忠
作
レ

之
。
其
状
有
下

掛
レ

冠
可
レ

入
二

山
林
一

之

句
上

、
乖
レ

例
也
。

　

高
明
の
辞
大
臣
表
に
「
掛
レ

冠
可
レ

入
二

山
林
一

」
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
高
明
の
辞
大
臣
表
で
用
い
ら
れ
た
「
入
二

山

林
一

」
に
着
目
し
た
い
。
嵆
康
が
著
し
た
「
与
二

山
巨
源
一

絶
交
書
」（『
文
選
』

巻
四
十
三
）
に
、「
故
君
子
百
行
、
殊
レ

塗
而
同
レ

致
。
循
レ

性
而
動
、
各

附
レ

所
レ

安
。
故
有
下

処
二

朝
廷
一

而
不
レ

出
、
入
二

山
林
一

而
不
レ

反
之
論
上

」
と

あ
る
。
傍
線
部
は
「
君
子
百
行
」
の
「
塗
（
道
）」
は
多
種
多
様
で
あ
る

も
の
の
、
そ
の
「
致
（
帰
着
点
）」
は
同
じ
で
あ
る
と
ま
ず
述
べ
る
。
具

体
的
に
は
、
各
自
の
「
性
」
に
従
っ
て
行
動
す
る
も
の
の
、
結
局
は
み
な

各
々
の
心
の
帰
着
点
に
落
ち
着
く
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
二
重
傍
線
部
で

は
、「
君
子
百
行
」
の
具
体
例
と
し
て
、
朝
廷
へ
の
出
仕
で
一
生
を
送
る

生
き
方
と
、
山
林
に
隠
棲
し
た
ま
ま
生
涯
を
過
ご
す
と
い
う
生
き
方
と
が

提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
太
字
の
「
入
二

山
林
一

」
と
い
う
表
現
は
、
朝
廷



久寿二年における藤原頼長による辞左大臣表の作成過程・表現について─ 47 ─

に
出
仕
す
る
「
処
二

朝
廷
一

」
と
対
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う

し
た
用
例
も
見
え
る
「
入
二

山
林
一

」
と
い
う
語
句
を
、「
掛
レ

冠
（
致
仕
す

る
こ
と
）」
と
共
に
用
い
る
点
で
、
高
明
の
辞
大
臣
表
の
句
は
隠
遁
の
志

を
か
な
り
強
く
述
べ
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
句
が
『
北
山
抄
』
注
記

Ａ
で
は
「
乖
レ

例
也
（「
例
」
と
違
う
）」
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

次
に
、
注
記
Ｂ
を
検
討
す
る
。
尊
経
閣
文
庫
蔵
巻
子
本
の
本
文
を
次

に
掲
げ
た
。

只
作
下

停
二

崇
班
一

、
可
レ

授
二

賢
才
一

之
趣
上

、
不
レ

似
二

偏
請
レ

伏
レ

閑
之

表
一

者
也
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
高
明
の
辞
大
臣
表
が
、自
身
に
授
け
ら
れ
る「
崇
班（
高

い
地
位
の
官
職
）」を
停
め
、そ
れ
を「
賢
才
」に
授
け
る
べ
き
と
す
る「
趣

（
趣
旨
）」
に
、
た
だ
作
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
指
摘
す
る
。

　

次
に
、
そ
れ
に
続
く
傍
線
部
「
不
レ

似
二

偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
一

」
に
見
え

る
「
偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
傍
線
部
内
の
「
表
」
字

を
「
偏
請
レ

伏
レ

閑
」
が
修
飾
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行
為
に
一
途
な
様
子

を
意
味
す
る
副
詞
「
偏
」
字
が
「
請
レ

伏
レ

閑
」
に
掛
か
っ
て
い
る
。
こ
の

二
点
を
考
慮
す
る
と
、「
偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
」
は
「
暇
に
伏
せ
る
こ
と
を

ひ
た
す
ら
求
め
る
表
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。「
伏
レ

閑
」
の
用
例
が
唐

代
ま
で
の
漢
籍
に
見
い
だ
せ
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
が
、

初
任
表
は
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
形
式
的
に
謙
遜
の
意
味
で
辞
意
を
伝

え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
偏0

請
レ

伏
レ

閑
（
暇
に
伏
せ
る
こ
と
を
ひ
た

0

0

す
ら

0

0

求
め
る
）」
と
は
形
容
し
難
い
。「
偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
」
は
致
仕
表
な

ど
の
臨
時
表
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
高
明
大
臣
初
任

0

0

表0

…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高
明
の
辞
大
臣
表
は
初
任
表
で
あ
る
。
そ
う
考

え
れ
ば
、「
不
レ

似
二

偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
」
は
、
自
身
で
は
な
く
「
賢
才
」

に
地
位
を
与
え
て
ほ
し
い
と
す
る
高
明
の
辞
大
臣
表
（
初
任
表
）
と
、「
偏

請
レ

伏
レ

閑
之
表
」
と
の
相
違
点
を
述
べ
て
い
よ
う）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、『
北
山
抄
』
の
本
文
を
検
討
す
る
と
、
注
記
Ａ
は
高
明

の
辞
大
臣
表
の
「
掛
レ

冠
可
レ

入
二

山
林
一

」
と
い
う
句
が
「
例
」
と
異
な
る

こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
注
記
Ｂ
は
高
明

の
辞
大
臣
表
が
「
賢
才
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
初
任
表
」
と
「
偏

請
レ

伏
レ

閑
之
表
（
臨
時
表
）」
と
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
と
指
摘

で
き
る
。
そ
の
内
の
、
注
記
Ｂ
に
言
及
し
て
い
る
の
が
、
前
掲
ク
の
『
台

記
』
の
記
述
で
あ
っ
た
。
前
掲
ク
に
お
い
て
頼
長
が
注
記
Ｂ
に
言
及
す

る
背
景
と
し
て
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
頼
長
自
身
の

故
実
に
対
す
る
執
着）

11
（

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
頼
長
は
、「
賢
才
」
に
関
す
る

注
記
で
あ
る
注
記
Ｂ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
賢
才
」
に
対

し
て
言
及
が
見
え
な
い
頼
長
第
一
表
が
果
た
し
て
妥
当
な
の
か
を
確
認
し

た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
茂
明
は
、「
先
例
」
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、そ
れ
で
も
な
お
頼
長
は
不
安
に
思
っ
た
の
か
、ケ
の
よ
う
に「
後
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日
」
再
度
同
じ
こ
と
を
尋
ね
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
３
）
頼
長
の
辞
表
、
作
成
の
場
で
の
「
賢
才
」
の
位
置
づ
け

　

前
節
に
お
い
て
は
、『
北
山
抄
』
注
記
Ａ
・
Ｂ
が
い
か
に
解
釈
で
き
る

か
を
検
討
し
、
前
掲
ク
・
ケ
と
の
関
係
も
再
検
討
し
た
。
本
節
で
は
、

前
掲
ケ
を
さ
ら
に
検
討
し
、
頼
長
辞
表
に
お
け
る
「
賢
才
」
に
関
わ
る

表
現
の
位
置
づ
け
を
探
り
た
い
。

　

前
掲
ケ
を
見
て
み
る
と
、
頼
長
・
茂
明
と
も
に
議
論
の
範
囲
を
辞
大

臣
表
の
「
初
度
表
（
第
一
表
）」
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
着
目
し

た
い
。
頼
長
は
「
大
臣
初
度
表

0

0

0

0

0

」
の
な
か
で
「
賢
才
」
に
触
れ
る
句
が
な

い
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
、
茂
明
も
「
御
堂
幷
入
道
殿
初
度
表

0

0

0

」
の
先
例
を

提
示
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
答
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
頼
長
第
一
表

作
成
の
場
で
は
、
辞
表
作
成
の
依
頼
者
（
頼
長
）・
辞
表
作
者
（
茂
明
）

と
も
に
、
辞
表
の
本
文
中
で
「
賢
才
」
に
触
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
、

辞
大
臣
表
の
第
一
表
に
限
っ
た
問
題
と
し
て
議
論
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
頼
長
辞
表
作
成
の
場
（
前
掲
ケ
）
で
は
、
辞
表
の
本

文
中
で
「
賢
才
」
に
触
れ
な
い
こ
と
を
辞
大
臣
表
の
第
一
表
に
限
っ
て
議

論
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
こ
で
の
頼
長
・
茂
明
は
、
辞
大
臣
表
の
第

二
表
・
第
三
表
に
お
け
る
「
賢
才
」
の
扱
い
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
で
は
、

頼
長
第
二
表
・
第
三
表
で
は
「
賢
才
」
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
を

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
頼
長
第
二
表
・
第
三
表
の
表
現
を

検
討
し
た
い
。

六
、
頼
長
の
辞
表
第
二
表
・
第
三
表
の
意
図
と
表
現

（
１
）
第
二
表
・
第
三
表
の
表
現
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
意
図

　

頼
長
第
二
表
・
第
三
表
の
表
現
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
こ
で
は
頼
長
第

二
表
・
第
三
表
は
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
著
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え

た
い
。
頼
長
第
一
表
は
辞
す
る
対
象
が
左
大
臣
・
内
覧
・
随
身
と
い
う
よ

う
に
「
三
事
」
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
頼
長
自
身
も
そ
れ
を
意
識
し
て

い
た
こ
と
が
前
掲
カ
か
ら
窺
え
た
。そ
れ
に
対
し
て
、頼
長
第
二
表
は「
今

日
重
辞
二

左
大
臣
幷
随
身
一

〈
不0

レ

辞0

二

内0

覧0

一

。
…
〉」（『
台
記
』
久
寿
二
年

五
月
三
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
辞
す
る
対
象
か
ら
内
覧
が
外
さ
れ
、
左

大
臣
・
随
身
に
限
定
し
て
い
る
。
頼
長
第
三
表
も
「
重
上
下

辞
二

大
臣
一

之

表
上

〈
不0

レ

辞0

二

内0

覧0

一

。
…
〉」（『
台
記
』
同
年
五
月
十
日
条
）
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
表
現
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。
次
掲
コ
は
、

頼
長
第
二
表
上
表
日
に
辞
表
作
者
の
長
光
が
辞
表
草
稿
を
頼
長
に
示
し
た

際
の
『
台
記
』
の
記
述
で
あ
る
。

コ 

文
云
、
唯
免
二

充
満
之
誡
一

、
欲
レ

遂
二

休
退
之
情
一

。
難
曰
、
此
句

似
二

所
職
避
遁
一

。
不
レ

辞
二

内
覧
一

、
何
有
二

休
退
之
意
一

哉
。
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（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
三
日
条
）

　

こ
こ
で
は
、
頼
長
第
二
表
の
草
稿
に
「
欲
レ

遂
二

休
退
之
情
一

」
と
い
う

文
言
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
本
表
で
は
内
覧
を
辞
し
て
い
る
訳
で
は
な

い
か
ら
、「
休
退
之
情
」
と
い
う
語
句
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か

と
頼
長
が
述
べ
て
い
る
（
傍
線
部
）。
そ
れ
を
受
け
て
、
こ
の
コ
で
問
題

と
な
っ
た
文
言
に
は
、
そ
の
後
、
辞
表
作
者
で
あ
る
長
光
に
よ
っ
て
修
正

の
作
業
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
初
め
「
欲
レ

竭
二

愚
謹

之
誠
一

」
に
修
正
さ
れ
、
最
終
的
に
は
「
欲
レ

竭
二

忠
孝
之
誠
一

」
と
い
う
表

現
に
変
更
さ
れ
て
い
る
（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
三
日
条
）。「
欲
レ

竭
二

忠
孝
之
誠
一

」
と
い
う
修
正
後
の
表
現
に
は
、
内
覧
の
権
限
を
維
持
し
た

ま
ま
、
政
務
を
執
ろ
う
と
い
う
意
欲
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
頼
長
第
二
表
の
作
成
態
度
と
し
て
は
辞
す
る
対
象
か
ら
内
覧
が
外
さ

れ
て
い
る
た
め
に
、
役
職
を
一
切
辞
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
は
避
け
ら
れ

て
い
る
。
頼
長
第
三
表
で
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

サ 

縦
辞
二

槐
鼎
之
秩
一

、
令
レ

弭
二

曠
職
之
譏
一

、
唯
視
二

蘭
台
之
奏
章
一

、

専
励
二

勤
王
之
節
一

。 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
十
日
条
）

　

た
と
え
「
槐
鼎
之
秩
（
大
臣
の
位
）」
を
辞
し
て
、「
曠
職
之
譏
（
職
責

を
果
た
さ
な
い
こ
と
へ
の
謗
り
）」
を
や
め
さ
せ
た
と
し
て
も
、
ひ
た
す

ら
「
蘭
台
之
奏
章
（
太
政
官
か
ら
天
皇
の
も
と
へ
送
ら
れ
る
上
奏
文
）」

に
目
を
通
し
て
「
勤
王
之
節
」
だ
け
に
励
み
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
内
覧

の
権
限
を
こ
れ
か
ら
も
保
ち
た
い
と
い
う
意
思
を
窺
わ
せ
る
と
い
う
点

で
、
コ
の
頼
長
第
二
表
と
同
種
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
・
サ
で
は
、
上
表
後
も
天
皇
へ
の
忠
義
を
誓
う
表

現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
内
覧
を
辞
す
る
対
象
か
ら
外

し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
表
現
を
盛
り
込
む
こ
と
は
必
須
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
頼
長
第
一
表
で
も
、
こ
れ
ら
と
同
趣
旨
の
「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い
う
句
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
前
掲
カ
で
見
た
よ

う
に
、
頼
長
第
一
表
は
「
三
事
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

「
将
レ

趨
二

鳳
闕
之
月
一

」
と
い
う
句
は
、
あ
く
ま
で
も
「
先
例
」
に
沿
っ

て
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
コ
・
サ
の
表
現
と
は
、
辞
表
の
文
面

に
盛
り
込
ま
れ
た
背
景
が
異
な
る
と
言
え
よ
う
。

（
２
）
頼
長
の
辞
表
第
二
表
・
第
三
表
の
表
現

　

こ
の
よ
う
に
、
頼
長
第
二
表
・
第
三
表
で
は
、
辞
す
る
対
象
か
ら
内
覧

を
外
し
た
た
め
に
、
上
表
後
も
天
皇
に
忠
節
を
誓
う
よ
う
な
文
言
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
で
は
、
頼
長
第
二
表
・
第
三
表
の
他
の
箇
所
は
そ
れ
ぞ

れ
ど
の
よ
う
な
表
現
が
織
り
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
頼
長
第

二
表
・
第
三
表
で
は
、頼
長
第
一
表
に
は
見
え
な
か
っ
た
表
現
が
見
え
る
。

前
掲
コ
・
サ
の
よ
う
な
内
覧
へ
の
執
着
を
覗
か
せ
る
句
と
は
裏
腹
に
、

漢
籍
の
故
事
を
用
い
な
が
ら
、
他
者
を
登
用
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
頼
長
第
二
表
（
次
掲
シ
）
を
見
て
み
た
い
。
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シ 

彼
柳
下
恵
之
居
二

賤
職
一

也
、
貽
二

臧
孫
不
仁
之
譏
一

、
蕭
相
国
之

受
二

益
封
一

也
、
伝
二

召
平
独
予

（
弔
カ
）之

美
一

。
惟
憶
二

非
拠
之
賞
一

、
宜

レ

避
二

妄
授
之
任
一

。 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
三
日
条
）

　

点
線
部
は
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
臧
孫
（
臧
文
仲
）
が
柳
下
恵
の
登
用
を

推
薦
せ
ず
に
い
た
の
を
、
孔
子
が
批
判
し
た
故
事
（『
論
語
』
衛
霊
公
）

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
柳
下
恵
の
よ
う
な
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
を

天
皇
に
求
め
た
句
と
言
え
る
（
後
述
）。「
賢
才
」
の
登
用
を
求
め
た
句
と

し
て
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。傍
線
部
は
、前
漢
の
蕭
何
の
故
事（『
史
記
』

蕭
相
国
世
家
）
を
踏
ま
え
る
。
蕭
何
が
韓
信
の
謀
反
を
防
い
だ
恩
賞
と
し

て
五
千
戸
の
益
封
や
、「
卒
五
百
人
」・「
一
都
尉
」
を
「
衛
（
警
護
役
）」

と
し
て
賜
っ
た
際
、召
平
の
み
が「
禍
自
レ

此
始
矣
」な
ど
と
弔
意
を
表
し
、

さ
ら
に
は
「
願
君
譲
レ

封
勿
レ

受
…
」
と
、
そ
れ
ら
の
恩
賞
を
辞
退
す
る
こ

と
を
勧
め
た
。
蕭
何
は
召
平
の
忠
告
に
従
い
、
恩
賞
を
辞
退
し
て
い
る
。

前
述
の
通
り
、
頼
長
第
二
表
は
左
大
臣
の
他
に
随
身
の
返
上
も
申
し
出
て

い
る
。
傍
線
部
は
、「
衛
（
警
護
役
）」
を
返
上
す
る
故
事
を
用
い
る
こ
と

に
よ
り
、随
身
返
上
を
申
し
出
る
句
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
よ
う
。次
に
、

頼
長
第
三
表
の
表
現
（
次
掲
ス
）
も
見
る
。

ス 

抑
股
肱
之
寄
者
、
何
限
二

疇
官
之
人
一

、
登
用
之
道
者
、
無
レ

嫌
二

隠
才
之
士
一

。褐
衣
入
レ

夢
、求
二

傅
説
於
殷
野
之
月
一

、玉
璜
協
レ

兆
、

迎
二

呂
尚
於
渭
渚
之
風
一

。
古
以
如
レ

此
。
今
亦
宜
レ

然
。

 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
十
日
条
）

　

自
身
の
よ
う
な
「
疇
官
之
人
（
世
襲
の
者
）」
の
み
な
ら
ず
、「
隠
才
之

士
（
有
才
で
あ
る
が
そ
れ
を
隠
す
者
）」
を
天
皇
の
臣
下
と
し
て
登
用
す

べ
き
だ
と
す
る
（
傍
線
部
）。
波
線
部
の
「
褐
衣
入
レ

夢
、
求
二

傅
説
於
殷

野
之
月
一

」
の
箇
所
は
、
殷
の
武
丁
が
夢
を
見
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
傅

説
が
登
用
さ
れ
た
故
事
（『
史
記
』
殷
本
紀
）
を
踏
ま
え
る）

11
（

。
続
く
「
玉

璜
協
レ

兆
、
迎
二

呂
尚
於
渭
渚
之
風
一

」
で
は
、
渭
水
で
釣
り
を
し
て
い
た

呂
尚
を
登
用
し
た
周
の
文
王
の
故
事
（『
史
記
』
斉
太
公
世
家
）
を
踏
ま

え
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
古
」
に
倣
う
べ
き
だ
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
シ
点
線
部
・
ス
は
、
漢
籍
に
見
ら
れ
る
故
事
を
用
い

な
が
ら
、
他
者
を
登
用
す
る
こ
と
を
天
皇
に
勧
め
て
い
る
。
辞
職
の
理
由

を
説
明
し
、天
皇
へ
の
忠
義
を
表
明
す
る
の
に
と
ど
ま
る
頼
長
第
一
表（
前

掲
オ
）
に
、
シ
点
線
部
・
ス
の
よ
う
な
文
言
は
見
え
な
い
。
頼
長
第
一

表
と
、
頼
長
第
二
表
・
第
三
表
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ

を
理
解
し
た
う
え
で
、
前
掲
ケ
の
記
述
を
再
検
討
す
る
。

後
日
、
召
二

茂
明
一

…
又
問
乙

大
臣
初
度
表

0

0

0

無
下

援
（
授
カ
）二

賢
才
一

之
句
上

之

証
甲

。
申
曰
、
御
堂
幷
入
道
殿
初
度
表

0

0

0

無
二

此
趣
一

也
。
披
見
之
処
、

既
如
レ

所
レ

申
。

 

（『
台
記
』
久
寿
二
年
四
月
二
十
七
日
条
《
前
掲
ケ
を
再
掲
》）

　

前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
頼
長
・
茂
明
と
も
に
「
賢
才
」
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に
言
及
す
る
か
否
か
と
い
う
議
論
を
辞
大
臣
表
の
「
初
度
表
」
の
み
に
対

し
て
行
っ
て
い
る
（
傍
点
部
）。
そ
し
て
、
第
二
表
・
第
三
表
で
の
「
賢
才
」

の
扱
い
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
点
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
点
を
換
言

す
れ
ば
、
辞
大
臣
表
の
第
二
表
・
第
三
表
で
は
「
賢
才
」
に
触
れ
て
も
構

わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
シ
点
線
部
・
ス
の
よ
う
な
表
現
は
、
第
二
表
・
第
三
表
に
お

け
る
「
賢
才
」
に
触
れ
る
句
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
用
意
さ
れ
て
い
る
と
指
摘

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
推
論
を
論
証
す
る
た
め
、
ま
ず
は
頼
長
第
二
表
の
文
言
で
あ
る

シ
の
、「
彼
柳
下
恵
之
居
二

賤
職
一

也
、
貽
二

臧
孫
不
仁
之
譏
一

」（
点
線
部
）

に
注
目
し
た
い
。
シ
点
線
部
の
出
典
、『
論
語
』
の
本
文
を
次
に
掲
げ
る
。

セ 

子
曰
、
臧
文
仲
其
窃
レ

位
者
与
。
知
二

柳
下
恵
之
賢
一

而
不
二

与
立
一

也
。 

（『
論
語
』
衛
霊
公
）

　

傍
線
部
で
は
、
臧
孫
に
対
し
て
「
窃
レ

位
者
（
地
位
に
見
合
っ
た
職
責

を
果
た
さ
ぬ
者
）」
と
い
う
否
定
的
な
評
価
が
示
さ
れ
る
。
波
線
部
は
、

臧
孫
が
、
柳
下
恵
を
し
か
る
べ
き
地
位
に
就
か
せ
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。

セ
波
線
部
に
対
す
る
『
論
語
義
疏
』
皇
侃
疏
で
は
、
次
掲
ソ
の
よ
う
な

解
釈
が
示
さ
れ
る
。

ソ 

…
凡
在
レ

位
者
、
当
下

助
レ

君
挙
二

賢
才
一

、
以
共
匡
佐
上

。
而
文
仲

在
レ

位
、
知
二

柳
下
恵
之
賢
一

而
不
下

薦
二

之
於
君
一

、
使
上

与
レ

己
同

立
二

公
朝
一

。
所
二

‐
以
是
素
飡
盗
一
レ

位
也
。

　

ま
ず
、
し
か
る
べ
き
位
に
あ
る
者
は
、「
君
（
君
主
）」
を
助
け
、「
賢
才
」

を
推
挙
し
、
そ
の
「
賢
才
」
と
と
も
に
君
主
の
政
治
を
助
け
る
べ
き
だ
と

い
う
前
提
が
示
さ
れ
る
（
傍
線
部
）。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
臧
孫
は
、

君
主
に
柳
下
恵
の
登
用
を
薦
め
ず
、
自
身
と
共
に
朝
廷
に
立
つ
機
会
を
与

え
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
（
波
線
部
）。
波
線
部
の
「
柳
下
恵
」
は
傍

線
部
の
「
賢
才
」
に
該
当
し
よ
う
。
ま
た
、
し
か
る
べ
き
位
に
あ
る
臧
孫

は
、
本
来
で
あ
れ
ば
柳
下
恵
を
「
君
」
に
薦
め
る
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
に

留
意
し
た
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
前
掲
シ
の
点
線
部
で
も
、
左

大
臣
と
い
う
し
か
る
べ
き
立
場
に
あ
る
頼
長
自
身
を
大
夫
の「
臧
孫
」に
、

「
賢
才
」
を
「
柳
下
恵
」
に
そ
れ
ぞ
れ
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
指
摘
で
き

る
。「
柳
下
恵
の
よ
う
な
賢
才
が
低
い
官
職
に
い
る
と
、
頼
長
は
臧
孫
の

よ
う
に
不
仁
で
あ
る
と
の
謗
り
が
後
世
ま
で
残
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ

た
趣
旨
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
柳
下
恵
の
よ
う
な
「
賢
才
」
の
昇
進

を
「
君
（
天
皇
）」
へ
推
薦
し
よ
う
と
す
る
句
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か）

11
（

。
ま
た
、
前
掲
シ
の
よ
う
な
表
現
が
含
ま
れ
る
頼
長
第
二
表
が

上
表
さ
れ
る
と
同
時
に
鳥
羽
法
皇
へ
送
ら
れ
た
「
封
書
」
の
内
容
（
前
掲

キ
）
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
前
掲
シ
点
線
部
の
「
柳
下
恵
」
と
は
、

頼
長
が
推
薦
す
る
藤
原
宗
輔
ら
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
ス
が
含

ま
れ
る
頼
長
第
三
表
も
、
辞
表
冒
頭
部
に
「
夫
邦
進
レ

賢0

而
盛
、
君
以
レ

忠
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而
安
」
と
い
う
、「
賢
」
の
昇
進
に
よ
っ
て
国
が
隆
盛
す
る
と
い
う
文
言

が
そ
も
そ
も
あ
る
。「
賢
」
の
具
体
例
と
し
て
傅
説
・
呂
尚
を
提
示
し
、

そ
の
よ
う
な
人
物
の
登
用
を
天
皇
に
求
め
た
も
の
と
読
め
る）

11
（

。
こ
の
よ
う

に
、
シ
点
線
部
・
ス
の
よ
う
な
表
現
で
は
、
自
身
の
代
わ
り
に
左
大
臣

と
い
う
役
職
が
譲
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
、「
賢
才
」
が
描
か
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
頼
長
第
二
表
・
第
三
表
は
、
自
身
が
辞
職
す
る
理
由
や

天
皇
へ
の
忠
節
の
表
明
に
と
ど
ま
る
頼
長
第
一
表
と
は
異
な
り
、「
賢
才
」

を
天
皇
に
対
し
推
薦
す
る
よ
う
な
表
現
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。　
　

　

前
掲
シ
点
線
部
・
ス
の
よ
う
な
頼
長
第
二
表
・
第
三
表
の
表
現
は
、「
賢

才
」
に
言
及
す
る
か
否
か
を
辞
大
臣
表
の
「
初
度
表
」
の
み
に
限
っ
て
議

論
す
る
頼
長
・
茂
明
の
姿
（
前
掲
ケ
）
の
裏
返
し
と
し
て
も
見
な
せ
る
。

や
は
り
、
頼
長
や
辞
表
作
者
を
務
め
た
茂
明
・
長
光
は
、「
賢
才
」
に
触

れ
る
句
を
盛
り
込
ま
な
い
表
現
規
格
を
辞
大
臣
表
の
第
一
表
の
み
に
限
定

す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
よ
う
。

七
、
結
論

　

以
上
の
よ
う
に
、
頼
長
辞
表
で
は
、
先
例
を
参
考
に
し
、
文
章
表
現
が

織
り
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
頼
長
第
一
表
に
限
り
「
賢
才
」
に
触
れ
ず
、
第

二
表
以
降
で
は
「
賢
才
」
に
言
及
す
る
点
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　

ク
・
ケ
の
よ
う
に
同
じ
こ
と
を
二
度
も
尋
ね
る
頼
長
か
ら
は
、
故
実

へ
の
執
着
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
「
一
人
内
覧
」
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
慎

重
に
事
を
進
め
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
ま
た
、
前
掲
エ
を
は
じ
め
と
す
る

資
料
に
お
い
て
頼
長
は
初
任
表
・
臨
時
表
を
問
わ
ず
幅
広
い
「
先
例
」
を

参
照
し
て
い
る
。
頼
長
は
、
こ
の
賭
け
と
も
言
う
べ
き
一
連
の
上
表
に
際

し
て
、
幅
広
く
「
先
例
」
を
参
照
し
、
万
全
の
態
勢
を
と
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
頼
長
辞
表
の
文
章
表
現
は
、
そ
う
し
た
姿

勢
の
も
と
著
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
頼
長
の
心
境
を
推
し
量
れ
る
資
料
と

も
言
え
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
頼
長
第
一
表
に
「
賢
才
」
に
関
す
る
表
現
を
盛
り
込
ま

な
い
判
断
の
根
拠
と
な
っ
た
「
御
堂
幷
入
道
殿
初
度
表
」（
前
掲
ケ
）
と

い
う
先
例
に
関
し
て
、
さ
ら
な
る
記
述
が
『
台
記
』
に
は
見
え
な
い
。「
御

堂
幷
入
道
殿
初
度
表
」に
関
し
て
、『
台
記
』に
さ
ら
な
る
記
述
が
あ
れ
ば
、

頼
長
た
ち
の
辞
表
に
対
す
る
認
識
な
ど
も
よ
り
解
明
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。『
台
記
』
に
は
そ
う
し
た
点
も
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
辞

表
の
故
実
に
関
し
て
言
及
が
見
え
る
古
記
録
は
他
に
な
い
の
も
事
実
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
頼
長
辞
表
が
上
表
さ
れ
て
い
た
間
の
『
台
記
』
は
、
平

安
末
期
の
摂
関
家
に
お
い
て
辞
表
が
作
成
さ
れ
る
過
程
の
一
端
を
現
代
に
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伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

主
な
使
用
テ
ク
ス
ト
○
『
台
記
』・『
宇
槐
記
抄
』・『
兵
範
記
』
…
増
補

史
料
大
成
◯
『
中
右
記
』
…
大
日
本
古
記
録
◯
『
北
山
抄
』
…
尊
経
閣
善

本
影
印
集
成
○
『
文
選
』
…
胡
克
家
本
○
『
愚
管
抄
』
…
旧
大
系
○
『
本

朝
続
文
粋
』
…
紅
葉
山
文
庫
本
（
作
品
番
号
を
私
に
付
し
た
）
○
『
公
卿

補
任
』
…
新
訂
増
補
国
史
大
系
○
『
論
語
』
…
十
三
経
注
疏
本
○
『
論
語

義
疏
』
…
斯
道
文
庫
所
蔵
大
槻
本
（
参
照
：
慶
應
義
塾
大
学
論
語
疏
研
究

会
『
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵　

論
語
疏　

巻
六　

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究

所　

斯
道
文
庫
蔵
論
語
義
疏　

影
印
と
解
題
研
究
』〔
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
一
〕）
○
『
擲
金
抄
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
『
真
福
寺
善
本
叢

刊
11　

擲
金
抄
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
）
参
照
。
★
引
用
本
文
の
字

体
は
、
常
用
字
体
に
適
宜
改
め
た
。
返
り
点
・
傍
線
（
点
）
を
私
に
付
し
、

省
略
は
…
で
、
割
注
は
〈　

〉
で
示
し
た
。

註（１
） 

平
安
期
の
辞
表
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
後
藤
昭
雄
「
文
は
、
願
文
、
表
、

博
士
の
申
し
文
」（
和
漢
比
較
文
学
会
編
「
和
漢
比
較
文
学
叢
書
（
12
）
源
氏
物

語
と
漢
文
学
」
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
）、
山
田
尚
子
「
周
公
旦
の
故
事
と
摂
政
」

（
山
田
『
重
層
と
連
関
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
）・
同
「
貞
観
八
年
八
月

二
十
二
日
条
所
引
藤
原
良
房
表
に
つ
い
て
」（
同
）・
同
「
辞
表
の
「
鶴
」」（
同
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
） 

本
稿
で
久
寿
二
年
四
月
・
五
月
に
な
さ
れ
た
頼
長
に
よ
る
一
連
の
上
表
を
指
す
際

は
、
以
下
「
頼
長
辞
表
」
と
呼
ぶ
。
個
々
の
辞
表
を
指
す
際
は
「
頼
長
第
一
表
」

な
ど
と
呼
ぶ
。
頼
長
や
『
台
記
』
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
『
藤
原
頼
長
（
人
物

叢
書
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
）、
柳
川
響
『
藤
原
頼
長
』（
早
稲
田
大
学
出

版
部
、
二
〇
一
八
）
な
ど
を
参
照
。
久
寿
二
年
の
『
台
記
』
の
記
述
の
解
釈
は
、

原
水
民
樹
「『
台
記
』
注
釈
（
久
寿
二
年
四
月
）」〈
原
水
ａ
〉（「
言
語
文
化
」

一
〇　

二
〇
〇
三
、二
）、
同
「『
台
記
』
注
釈
（
久
寿
二
年
五
月
六
月
）」〈
原
水
ｂ
〉

（「
言
語
文
化
研
究
」
一
〇　

二
〇
〇
四
、二
）
を
参
照
。
辞
表
作
者
で
あ
る
藤
原

茂
明
・
長
光
に
つ
い
て
は
、
仁
木
夏
実
「
摂
関
家
と
式
家
儒
者
：
院
政
期
儒
者
論

（
二
）」（「
語
文
」
七
九　

二
〇
〇
二
、一
二
）
参
照
。

（
３
） 

橋
本
注
（
２
）
前
掲
書
一
四
三
頁
。

（
４
） 

仁
木
注
（
２
）
前
掲
論
文
。

（
５
） 

こ
う
い
っ
た
語
句
に
つ
い
て
は
、
中
丸
貴
史
「
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
」（
中
丸
『『
後

二
条
師
通
記
』
論
：
平
安
期
〈
古
記
録
〉
と
い
う
テ
ク
ス
ト
』
和
泉
書
院
、

二
〇
一
九
）
参
照
。

（
６
） 

仁
木
注
（
２
）
前
掲
論
文
。

（
７
） 

橋
本
注
（
２
）
前
掲
書
一
四
八
頁
に
も
同
様
の
見
解
が
見
え
る
。

（
８
） 

同
様
の
見
解
は
、「
長
徳
元
年
・
康
和
四
年
三
譲
表
、
初
二
両
度
無
二

勅
答
一

。
今0

度0

非0

二

三0

譲0

一

。
故
勘
レ

例
、
執
政
臣
臨
時
所
レ

上
之
表
、
多
有
二

勅
答
一

也
。
罷
二
随

身
一
故
有
二
勅
答
一
也
」（『
台
記
』
久
寿
二
年
五
月
三
日
条
）
と
い
う
よ
う
に
、
頼

長
第
二
表
に
対
す
る
勅
答
の
有
無
に
関
す
る
記
述
に
も
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
第

一
表
・
第
二
表
に
勅
答
が
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
長
徳
元
年
（
九
九
五
）・
康
和
四

年
（
一
一
〇
二
）
の
「
三
譲
表
」
と
比
較
し
、
今
回
の
上
表
に
勅
答
が
発
せ
ら
れ

て
い
る
理
由
と
し
て
「
三
譲
」
で
は
な
い
こ
と
（
傍
点
部
）
や
、「
執
政
臣
（
摂

関
家
の
者
）」
が
「
臨
時
」
に
奉
っ
た
表
に
は
多
く
の
場
合
勅
答
が
発
せ
ら
れ
る

こ
と
（
傍
線
部
）、
今
回
の
上
表
が
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
随
身
を
返
そ
う
と
す
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
波
線
部
）
を
挙
げ
て
い
る
。

（
９
） 「
其
間
甚
近
」
の
箇
所
、
意
を
と
り
づ
ら
い
が
、
頼
長
第
一
表
（
上
表
日
：
四
月

二
十
七
日
）・
頼
長
第
二
表
（
上
表
日
：
五
月
三
日
）
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の

上
表
日
が
近
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
か
。
な
お
、
初
任
表
・
臨
時
表
に
言
及
し
た

古
記
録
が
他
に
少
な
く
、
類
例
は
他
に
見
え
な
い
。

（
10
） 

注
（
８
）
の
『
台
記
』
の
本
文
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
「
康
和
四
年
」
の
辞
表
と

共
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
長
徳
元
年
」
の
辞
表
と
は
、
長
徳
元
年
六
月
に
左
大
臣

に
任
ぜ
ら
れ
た
際
の
藤
原
道
長
の
辞
大
臣
表
の
こ
と
を
指
す
か
。

（
11
） 

康
和
四
年
の
忠
実
の
辞
右
大
臣
表
第
一
表
上
表
時
の
記
録
を
残
す
『
中
右
記
』
に

は
「
有
レ

議
、
清
書
人
ニ

不
レ

給
レ

禄
」（
康
和
四
年
七
月
五
日
条
）
と
い
う
記
述
が

見
え
る
。

（
12
） 

も
っ
と
も
、
頼
長
は
初
任
表
の
先
例
ば
か
り
を
参
照
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
そ

の
一
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
。
頼
長
第
二
表
に
対
す
る
勅

答
使
は
頼
長
の
「
家
臣
」
で
あ
っ
た
源
成
雅
が
務
め
て
い
る
。『
台
記
』
久
寿
二

年
五
月
三
日
条
で
は
、
勅
答
使
で
あ
る
が
「
家
臣
」
で
も
あ
る
者
に
対
し
て
拝
舞

す
る
か
否
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
「
康
平
二
年
二
月

十
一
日
宇
治
殿
御
表
」
の
先
例
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。『
公
卿
補
任
』
で
は
、
康

平
二
年
（
一
〇
五
九
）
二
月
十
一
日
に
藤
原
頼
通
が
左
大
臣
の
職
や
随
身
を
辞
す

る
表
を
上
表
し
て
い
る
。
頼
通
の
任
左
大
臣
は
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）、
随
身

を
賜
っ
た
の
は
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い

る
「
康
平
二
年
二
月
十
一
日
宇
治
殿
御
表
」
は
、
臨
時
の
辞
表
に
あ
た
る
。

（
13
） 

な
お
、
本
稿
で
は
頼
長
辞
表
の
本
文
を
引
用
す
る
に
あ
た
り
、
増
補
史
料
大
成
本

の
『
台
記
』
の
本
文
（
以
下
、「
底
本
」
と
呼
ぶ
）
を
用
い
た
。

（
14
） 「
飾
」
字
、
底
本
で
は
「
辞
」
字
に
作
る
。『
宇
槐
記
抄
』・『
兵
範
記
』
に
拠
り
改

め
た
。

（
15
） 「
為
レ

世
何
益
」、
底
本
で
は
「
益
」
一
字
の
み
。『
宇
槐
記
抄
』・『
兵
範
記
』
に
拠

り
改
め
た
。

（
16
） 

辞
左
大
臣
表
で
は
な
い
が
、「
況
亦
縦
及
二

一
身
衰
邁
之
日
一

、
撫
二

白
鬢
一

、
以

欲0

レ

仰0

二

鳳0

扆0

一

…
」（
藤
原
道
長
「
辞
二

太
政
大
臣
・
内
舎
人
・
随
身
一

表
」
第
三
表

『
本
朝
続
文
粋
』
巻
四
［
五
六
］）
と
い
う
、
類
似
表
現
の
辞
表
が
あ
る
。
頼
長

第
一
表
と
同
様
に
、「
三
事
」
を
辞
す
る
辞
表
で
あ
り
な
が
ら
、
辞
職
後
も
な
お

宮
中
に
出
仕
す
る
こ
と
（
傍
点
部
）
を
述
べ
て
い
る
。

（
17
） 

他
の
被
推
薦
者
と
し
て
、
藤
原
実
能
（
当
時
、
内
大
臣
）
も
考
え
ら
れ
る
（
原
水

ｂ
注
（
２
）
前
掲
論
文
）。

（
18
） 『
北
山
抄
』
に
つ
い
て
は
、
和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』（
明
治
書
院
、

一
九
四
〇
）、
所
功
「『
北
山
抄
』
の
成
立
」（
所
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
）
参
照
。
な
お
、「
西
宮
・
北
山
ニ
ハ

凡
作
法
ハ

不
過
」
と

す
る
『
中
外
抄
』
上
（
83
）
か
ら
は
、
摂
関
家
の
貴
族
が
『
北
山
抄
』
を
重
視
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、『
富
家
語
』（
48
）
で
は
「
故
殿
（
藤
原
師
通
）」

が
『
北
山
抄
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

（
19
） 

な
お
、
尊
経
閣
文
庫
巻
子
本
の
『
北
山
抄
』
巻
四
は
、
藤
原
教
通
所
持
の
複
本
を

書
写
し
た
も
の
を
転
写
・
校
合
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
土
田
直
鎮
・
所
功
校
注
『
神

道
大
系　

北
山
抄
』〔
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
二
〕
の
所
功
「
解
題
」
参
照
）。

（
20
） 『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
高
明
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
康
保
三
年
（
九
六
六
）

正
月
に
右
大
臣
に
、
翌
四
年
（
九
六
七
）
に
左
大
臣
に
そ
れ
ぞ
れ
就
い
て
い
る
。

『
北
山
抄
』
の
注
記
で
は
「
初
任
表
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て

い
る
辞
表
が
い
ず
れ
の
時
点
の
も
の
か
は
不
詳
。

（
21
） 

な
お
、
ケ
の
記
述
は
「
後
日
」（
傍
点
部
）
と
い
う
文
言
か
ら
、
二
十
七
日
よ
り

も
後
に
頼
長
が
改
め
て
茂
明
に
質
問
し
た
く
だ
り
を
後
か
ら
書
き
継
い
だ
箇
所
で

あ
る
と
分
か
る
。

（
22
） 

な
お
、「
御
堂
」・「
入
道
」
の
辞
表
が
初
任
表
・
臨
時
表
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

も
の
か
は
両
者
の
辞
左
大
臣
表
・
辞
右
大
臣
表
第
一
表
の
本
文
が
現
存
せ
ず
不
詳
。

た
だ
、
頼
長
が
同
様
に
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
忠
実
の
辞
大
臣
表
（
臨
時
）
で
は
「
賢

才
」に
触
れ
て
い
る
。例
え
ば
、天
永
三
年（
一
一
一
二
）の「
辞
右
大
臣
表
」（『
本
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朝
続
文
粋
』
巻
五
［
六
六
］）
で
は
、「
然
則
君
開
二

進
レ

賢
之
路
一

、
掄
二

其
材
於
鄧

林
一

焉
」
と
あ
る
。「
賢
」
が
昇
進
す
る
道
を
開
き
、「
鄧
林
（
賢
者
が
集
ま
っ
て

い
る
場
所
）」
か
ら
人
材
を
抜
擢
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
（
原
水
ａ
注
（
２
）

前
掲
論
文
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
）。

（
23
） 

こ
の
部
分
、
読
み
難
く
、
ク
の
引
用
本
文
に
返
り
点
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。「
大

臣
後
未
献
辞
大
臣
」
の
箇
所
が
意
を
と
り
づ
ら
い
が
、
こ
の
部
分
が
「
之
」
を
通

じ
て
「
表
」
に
掛
か
っ
て
い
る
。「
表
（
辞
表
）」
が
話
題
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
確
か
そ
う
で
あ
る
。

（
24
） 

こ
こ
で
の
「
例
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
不
詳
。
注
記
Ｂ
「
不
レ

似
二

偏

請
レ

伏
レ

閑
之
表
一

」
の
記
述
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
臨
時
表
に
お
け
る
「
例
」
か
。

（
25
） 

な
お
、
丹
鶴
叢
書
本
の
『
北
山
抄
』
で
は
、「
不
レ

似
二

偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
一

」
の
「
似
」

字
に
対
し
「
作
カ
」
と
い
う
傍
書
が
見
え
る
。
こ
の
傍
書
を
勘
案
し
た
と
し
て
も
、

高
明
の
辞
大
臣
表
が
「
偏
請
レ

伏
レ

閑
之
表
」
の
常
例
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
い
う

趣
旨
の
も
の
と
し
て
注
記
Ｂ
は
読
め
る
。

（
26
） 

頼
長
の
故
実
に
対
す
る
執
着
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
橋
本
注
（
２
）
前
掲
書
五
一
頁

～
五
八
頁
参
照
。

（
27
） 「
褐
衣
」
と
は
、
粗
末
な
衣
の
こ
と
。

（
28
） 

な
お
、「
玉
璜
」
と
は
、
装
身
具
の
一
種
。
隠
棲
し
て
い
た
呂
尚
が
釣
り
を
し
て

い
た
際
に
釣
り
上
げ
た
玉
璜
に
「
姬
受
レ

命
、
呂
佐
撿
」
と
い
う
銘
が
あ
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
（「
姫
」
と
は
周
の
文
王
の
姓
。
な
お
こ
の
故
事
は
『
芸
文
類
聚
』

巻
八
十
三
宝
玉
部
上
「
玉
」
所
引
「
尚
書
中
候
」
な
ど
に
見
え
る
）。

（
29
） 

前
掲
シ
点
線
部
の
出
典
の
趣
旨
に
も
留
意
し
た
い
。「
‥
使
上

与0

レ

己
同0

立
二

公
朝
一

」

（
ソ
波
線
部
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
故
事
は
推
薦
者
と
被
推
薦
者
と
が
と
も
に

0

0

0

政
治
に
参
画
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
趣
旨
も
持
つ
。
そ
う
し
た
視
点
で
読

み
解
け
ば
、「
賢
才
」
の
推
薦
と
、
内
覧
の
権
限
の
保
持
と
い
う
頼
長
自
身
の
願

望
と
が
矛
盾
な
く
前
掲
シ
点
線
部
に
盛
り
込
め
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

（
30
） 

呂
尚
に
つ
い
て
は
、
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
年
の
頼
長
自
身
の
辞
状
（『
本
朝

続
文
粋
』
巻
五
［
七
五
］）
で
も
「
執
二

禹
麾
一

以
招
レ

士
、
訪
二

周
卜
一

以
求
レ

賢0

」

と
あ
る
。
周
の
文
王
が
呂
尚
に
出
会
っ
た
故
事
が
下
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
の
呂
尚
は
「
賢
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
ス
で
の
呂
尚
も
こ
れ
と
同
様

の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
傅
説
に
つ
い
て
は
「
武
丁
夜
夢
レ

得
二

聖0

人0

一

、
名
曰
レ

說
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
史
記
』
殷
本
紀
で
は
「
賢
」
と
い
う
よ

り
も
「
聖
人
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
が
、
鎌
倉
初
期
の
『
擲
金
抄
』
下
・

双
貫
部
の
、「
聖
賢0

」
と
い
う
部
立
に
は
、「
曲
阜　

傅
巌

0

0

」
と
い
う
対
語
が
掲
出

さ
れ
て
い
る
。「
傅
巌
（
傅
説
の
隠
遁
し
て
い
た
巌
）」
が
「
曲
阜
（
聖
人
で
あ
る

孔
子
の
出
身
地
）」
と
対
に
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
傅
巌
」
は
、「
聖

（
曲
阜
）」
に
対
す
る
「
賢
」
の
表
徴
と
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
史
記
』

で
「
聖
人
」
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
傅
説
を
「
賢
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
用
例
も

一
部
で
は
あ
り
、
頼
長
第
三
表
の
ス
も
こ
れ
と
同
様
の
用
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
よ
う
。


